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No.845 2024 年 5 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

町
民
感
謝
デ
ー
ほ
か

東京サマーランド奥多摩町民感謝デー開催

　東京サマーランドが町民みなさんにとって身近な存在となることを目的とし、日頃の感謝を込めて開

催します。

〔対 象 者〕　奥多摩町在住または在学の方

〔優 待 日〕　６月２２日（土）、２３日（日）、２４日（月）の計３日間

〔営業時間〕　平日　午前１０：００～午後５：００（プールのご利用は午後４：３０まで）

　　　　　　土日　午前　９：００～午後６：００（プールのご利用は午後５：３０まで）

〔利用方法〕　①来園日指定チケットを指定サイト（二次元コード）より、来園者全員分購入

　　　　　　②購入時の必須アンケートにて在住・在学を回答してください。

＊現地での確認は不要となります。　＊２歳以下の方はチケット購入不要です。

＊対象者１名につきチケット５枚まで購入可能（無料の方も含む）。

〔優待料金〕

区分
一般料金 特別優待料金

平日 土日 平日 土日

大人（高校生から６４歳まで） ２，６００円 ３，６００円 １，０００円 １，５００円

中　　学　　生 ２，１００円 ３，２００円

無　料
小　　学　　生 １，５００円 ２，６００円

幼児 (３歳から未就学児）

シニア（６５歳以上）
１，０００円 １，９００円

＊駐車料金は別途必要となります。

＊詳細は、東京サマーランド予約センター 　☎０４２－５５８－６５１１ 

　またはホームページ（https://www.summerland.co.jp/）にてご確認ください。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０
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子ども・子育て支援推進事業
ー申請はお済ですか？ー

　子ども・子育て支援推進事業は、申請し認定されないと助成を

受けることができません。

  保育園保育料助成事業、学校給食費助成事業、高校生等通学支

援事業など１５事業の助成を希望される場合は、令和６年度分の

申請が必要ですので、提出がお済でない方は申請をお願いします。

※問い合わせは、 子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１
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「奥多摩町長期総合計画審議会」住民委員の一般公募について

　第６期奥多摩町長期総合計画の策定に関する審議を行う住民委員を募集します。

　令和７年度からスタートするこの計画は、町が目指す将来のまちづくりの方向性を示す基本とな

るものです。

　町では、これまでに若手職員によるワーキンググループを設置し、現計画の現状把握や課題を整

理するとともに、住民みなさんからのご意見をいただくため、住民参加によるワークショップを開

催し、多くのみなさんと意見交換などを行ってきました。

　今後、この計画の策定にあたっては、町の諮問機関である「奥多摩町長期総合計画審議会」にお

いてご審議をいただき、また、幅広い視点からご意見をいただきながら、新たな計画に反映してい

きます。

　この審議会は、各種団体および住民委員から構成されます。

【募集人員】  ３名以内

【任　　期】  委嘱の日から諮問に係る答申の日まで

【応募資格】  ①町内在住で満１８歳以上５０歳以下の方（募集締切日時点）

　　　　　　②委嘱期間中に開催される審議会に参加可能な方（平日の日中、月１～２回程度）

　　　　　　③町の議会議員および職員でない方（会計年度任用職員を除く）

【応募方法】　所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、持参、メールのいずれかにより提出

　　　　　　してください。

　　　　　　（応募用紙は、役場 1階住民課、保健福祉センター、子ども家庭支援センター、または、

　　　　　　町ホームページからダウンロード可能）

【募集期間】  ５月７日（火）から５月２１日（火）（必着）

　　　　　＊持参の場合は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

【選考方法】  応募書類の審査のほか、委員の男女比、年齢構成、他の審議会などの委員との兼務状

　　　　　　況を考慮のうえ、決定します。選考結果の理由は公表しません。

【結果通知】　６月上旬を目途に本人宛に郵送します。

※提出、問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

　能登半島地震災害に対する義援金について

　町では、自治会連合会、社会福祉協議会、奥多摩町議会と共同で、能登半島地震で被災された方々が

１日でも早く、元の平穏な生活に戻れるよう支援するため、災害義援金を受付けています。

　この義援金は、東京都の町村ごとに募集し、東京都町村会が取りまとめ、石川県および被災県の町村

会に送金し、被災された方々に配分するものです。

　町では、つぎの場所で災害義援金を受付けていますので、ご協力をお願いします。

〔受付場所〕

　○住民課総合窓口　　〇子ども家庭支援センター　〇保健福祉センター　○福祉会館社会福祉協議会

※問い合わせは、総務課　☎８３－２３４５
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